
○
総
務
省
令
第
五
十
号

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
か
ら
第
六
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本

台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務

省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
別
表
第
一
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
一
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

25

25

法
別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

26

26

一

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

一

給
付
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答

請
求
に
対
す
る
応
答

二

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若

二

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

い
て
の
審
査

三

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者

三

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［

・

略
］

［

・

同
上
］

27

28

27

28

法
別
表
第
一
の
十
八
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

29
一

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

行
政
書
士
証
票
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

三

行
政
書
士
法
第
六
条
の
四
の
行
政
書
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

行
政
書
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

30

40

29

39

法
別
表
第
一
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
司
法
試
験
若
し
く
は
司
法
試
験
予
備
試
験
の
受
験

法
別
表
第
一
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
司
法
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
受
験
願
書
に
係

41

40

願
書
の
受
理
、
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
受
験
願
書
の
提
出
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
受
験
願
書
の
提
出
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

～

［
略
］

～

［
同
上
］

42

54

41

53

法
別
表
第
一
の
四
十
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
四
十
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

55

54

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
一
の
四
十
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
四
十
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

56

55

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
一
の
四
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
四
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

57

56

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

旅
券
法
第
十
六
条
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

三

旅
券
法
第
十
七
条
第
一
項
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

査
～

［
略
］

～

［
同
上
］

58

65

57

64

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

66
一

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
三
項
の
認
定
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



二

税
理
士
法
第
六
条
の
税
理
士
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

三

税
理
士
法
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
試
験
科
目
の
免
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

税
理
士
法
第
九
条
第
一
項
の
受
験
手
数
料
又
は
同
条
第
二
項
の
認
定
手
数
料
の
納
付
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

五

税
理
士
法
第
十
条
第
一
項
の
税
理
士
試
験
の
停
止
若
し
く
は
合
格
の
決
定
の
取
消
し
又
は
同
条
第
二
項
の
認

定
若
し
く
は
免
除
の
取
消
し
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

六

税
理
士
法
第
十
一
条
第
一
項
の
合
格
証
書
の
授
与
又
は
同
条
第
二
項
の
基
準
以
上
の
成
績
を
得
た
科
目
の
通

知
の
対
象
と
な
る
者
の
氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

67
一

税
理
士
法
第
十
八
条
の
税
理
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

税
理
士
法
第
二
十
条
の
税
理
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

税
理
士
証
票
の
交
付
若
し
く
は
再
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
税
理
士
証
票
の
交
換

又
は
同
条
第
五
項
の
税
理
士
証
票
の
差
替
え
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

更
の
事
実
の
確
認

五

税
理
士
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
税
理
士
の
登
録
の
取
消
し
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若

し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

六

税
理
士
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
税
理
士
の
登
録
の
抹
消
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

七

税
理
士
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
の
指
導
又
は
助
言
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く

は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
税
理
士
法
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二

［
新
設
］

68
項
の
報
告
の
徴
取
又
は
質
問
若
し
く
は
検
査
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更

の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）

69

65

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

～

［
略
］

～

［
同
上
］

70

86

66

82

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

87
一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

医
療
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



三

医
療
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実

の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

88
一

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

医
師
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

医
師
法
第
九
条
の
医
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

医
師
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

医
師
法
第
十
六
条
の
六
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

医
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

七

医
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答

八

医
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
出
願
の
受
理
、
そ
の
出
願
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
出
願
に
対
す
る
応
答

九

医
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

89
一

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

歯
科
医
師
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

歯
科
医
師
法
第
九
条
の
歯
科
医
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
四
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

歯
科
医
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

七

歯
科
医
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

八

歯
科
医
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
出
願
の
受
理
、
そ
の
出
願
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
出
願
に
対
す
る
応
答

九

歯
科
医
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認



法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

90
一

死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

死
体
解
剖
保
存
法
第
四
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

死
体
解
剖
保
存
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

91
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
七
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
二
条
第
五
項
の
交
付
（
保
健
師
免
許
証
、
助
産
師
免
許
証
又
は
看
護
師
免
許

証
の
交
付
に
限
る
。
）
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

三

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
七
条
の
保
健
師
国
家
試
験
、
助
産
師
国
家
試
験
若
し
く
は
看
護
師
国
家
試
験

の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

保
健
師
、
助
産
師
若
し
く
は
看
護
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

保
健
師
、
助
産
師
若
し
く
は
看
護
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

保
健
師
国
家
試
験
、
助
産
師
国
家
試
験
若
し
く
は
看
護
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理

、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

保
健
師
、
助
産
師
若
し
く
は
看
護
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

92
一

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

歯
科
衛
生
士
法
第
六
条
第
二
項
（
同
法
第
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

歯
科
衛
生
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

四

歯
科
衛
生
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

歯
科
衛
生
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

93
一

歯
科
衛
生
士
法
第
十
条
の
歯
科
衛
生
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

歯
科
衛
生
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

94
一

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

診
療
放
射
線
技
師
法
第
八
条
第
一
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

診
療
放
射
線
技
師
法
第
十
七
条
の
診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

診
療
放
射
線
技
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

診
療
放
射
線
技
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

六

診
療
放
射
線
技
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

診
療
放
射
線
技
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

95
一

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

歯
科
技
工
士
法
第
六
条
第
二
項
（
同
法
第
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

歯
科
技
工
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

四

歯
科
技
工
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

歯
科
技
工
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

96
一

歯
科
技
工
士
法
第
十
一
条
の
歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

歯
科
技
工
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

97
一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験

願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十



九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
条
第

二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答
五

臨
床
検
査
技
師
若
し
く
は
衛
生
検
査
技
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

臨
床
検
査
技
師
若
し
く
は
衛
生
検
査
技
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

八

臨
床
検
査
技
師
若
し
く
は
衛
生
検
査
技
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

98
一

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
九
条
の
理
学
療
法
士
国
家
試
験
若
し
く
は
作
業
療
法
士
国
家
試
験
の
受

験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

理
学
療
法
士
国
家
試
験
若
し
く
は
作
業
療
法
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

99
一

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

視
能
訓
練
士
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

視
能
訓
練
士
法
第
十
条
の
視
能
訓
練
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

視
能
訓
練
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

五

視
能
訓
練
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

視
能
訓
練
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



七

視
能
訓
練
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

100
一

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

臨
床
工
学
技
士
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

臨
床
工
学
技
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

四

臨
床
工
学
技
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

五

臨
床
工
学
技
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

101
一

臨
床
工
学
技
士
法
第
十
条
の
臨
床
工
学
技
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

臨
床
工
学
技
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

102
一

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

義
肢
装
具
士
法
第
六
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

義
肢
装
具
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

四

義
肢
装
具
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

義
肢
装
具
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

103
一

義
肢
装
具
士
法
第
十
条
の
義
肢
装
具
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

義
肢
装
具
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

104
一

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

救
急
救
命
士
法
第
六
条
第
二
項
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答

三

救
急
救
命
士
法
第
八
条
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）



の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

救
急
救
命
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

救
急
救
命
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

105
一

救
急
救
命
士
法
第
三
十
条
の
救
急
救
命
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

救
急
救
命
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

106
一

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

言
語
聴
覚
士
法
第
六
条
第
二
項
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答

三

言
語
聴
覚
士
法
第
八
条
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

言
語
聴
覚
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

言
語
聴
覚
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

107
一

言
語
聴
覚
士
法
第
二
十
九
条
の
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

108
一

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七

号
）
第
二
条
第
一
項
の
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家
試
験
、
は
り
師
国
家
試
験
若
し
く
は
き
ゆ
う
師
国
家

試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応

答
二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
国
家
試
験
、
は
り
師
国
家
試
験
若
し
く
は
き
ゆ
う
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書

の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

109
一

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
三
条

の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



三

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゆ
う
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゆ
う
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゆ
う
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

110
一

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

柔
道
整
復
師
法
第
六
条
第
二
項
（
同
法
第
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

柔
道
整
復
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

四

柔
道
整
復
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

柔
道
整
復
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

111
一

柔
道
整
復
師
法
第
十
条
の
柔
道
整
復
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

柔
道
整
復
師
国
家
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

112

83

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

113

84

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

114

85

置
法(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
行
う
予
防
接
種
を

法(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
行
う
予
防
接
種
を
受

受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

け
る
と
見
込
ま
れ
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

115
一

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

栄
養
士
法
第
四
条
第
四
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

栄
養
士
法
第
五
条
の
二
の
管
理
栄
養
士
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

管
理
栄
養
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答



五

管
理
栄
養
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

管
理
栄
養
士
国
家
試
験
の
合
格
証
書
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

管
理
栄
養
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
製
菓
衛
生
師
法
（
昭
和
四
十
一
年
法

［
新
設
］

116
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
製
菓
衛
生
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

117
一

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
七
条
第
一
項

の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確

［
新
設
］

118
保
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
建
築
物
環
境
衛
生
管
理
技
術
者
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

119
一

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
二
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

理
容
師
法
第
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

理
容
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

四

理
容
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

理
容
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

120
一

理
容
師
法
第
三
条
第
一
項
の
理
容
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

理
容
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
四
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

121
一

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

美
容
師
法
第
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

美
容
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に



対
す
る
応
答

四

美
容
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

美
容
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
四
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

122
一

美
容
師
法
第
四
条
第
一
項
の
美
容
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

美
容
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
四
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五

［
新
設
］

123
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

・

［
略
］

・

［
同
上
］

124

125

86

87

法
別
表
第
一
の
五
十
九
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

126
一

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

薬
剤
師
法
第
七
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

薬
剤
師
法
第
十
一
条
の
薬
剤
師
国
家
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

四

薬
剤
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

五

薬
剤
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

六

薬
剤
師
国
家
試
験
の
合
格
証
書
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

薬
剤
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
六
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

127

88

一

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ

一

免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

二

免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

答

三

労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
三
条
第
二
項
の
免
許
の
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

三

免
許
証
の
書
替
え
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

答

四

労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
免
許
の
交
付
を
受
け
た
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

［
新
設
］

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
免
許

法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
免
許
試
験
受
験
申
請
書
の
受
理
、
免
許
試
験
受

128

89

試
験
の
受
験
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る

験
申
請
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
免
許
試
験
受
験
申
請
書
の
提
出
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。



。
法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の

［
新
設
］

129
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
若
し
く
は
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
の
受

験
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

130
一

労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

二

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
若
し
く
は
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
若
し
く
は
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
六
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
六
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

131

90
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

一

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
七
条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

［
新
設
］

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

作
業
環
境
測
定
法
第
十
条
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

作
業
環
境
測
定
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

法
別
表
第
一
の
六
十
二
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

132
一

作
業
環
境
測
定
法
第
十
四
条
第
一
項
の
作
業
環
境
測
定
士
試
験
の
受
験
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

作
業
環
境
測
定
士
試
験
の
合
格
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

～

［
略
］

～

［
同
上
］

133

144

91

102

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

145

103

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

146

104

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

147

105

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和

［
新
設
］

148
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
五
条
の
社
会
福
祉
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

149
一

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
二
十
八
条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
条
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

三

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答

四

社
会
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す

る
応
答

五

社
会
福
祉
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十

［
新
設
］

150
条
第
一
項
の
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

151
一

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
（

同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

三

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一
条

第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に

対
す
る
応
答

四

介
護
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す

る
応
答

五

介
護
福
祉
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

152

106

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

153
一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

四

精
神
保
健
指
定
医
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律

［
新
設
］

154



第
百
三
十
一
号
）
第
五
条
の
精
神
保
健
福
祉
士
試
験
の
受
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

155
一

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
二
十
八
条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
条
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

三

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応

答
四

精
神
保
健
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に

対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
福
祉
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
公
認
心
理
師
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律

［
新
設
］

156
第
六
十
八
号
）
第
五
条
の
公
認
心
理
師
試
験
の
受
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

157
一

公
認
心
理
師
法
第
二
十
八
条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

二

公
認
心
理
師
法
第
三
十
条
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答
三

公
認
心
理
師
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

公
認
心
理
師
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す

る
応
答

五

公
認
心
理
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

［
新
設
］

158
十
三
号
）
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項

［
新
設
］

159
若
し
く
は
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項
の
研
修
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

・

［
略
］

・

［
同
上
］

160

161

107

108

法
別
表
第
一
の
七
十
二
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

162
一

健
康
保
険
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



二

健
康
保
険
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
申
出
の
受
理
、
そ
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
出
に
対
す
る
応
答

三

保
険
医
登
録
票
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
登
録
票
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
管
轄
地
方
厚
生
局
長
等
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

六

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

七

保
険
医
若
し
く
は
保
険
薬
剤
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
二
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
二
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

163

109

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

164

185

110

131

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年

［
新
設
］

186
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
試
験
の
受
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の

申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

187
一

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
二
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
四
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

三

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
六
第
三
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
第
一
項
第
一
号
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
付
記
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
一
の
三
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

社
会
保
険
労
務
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

188

132

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

189

205

133

149

法
別
表
第
一
の
八
十
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

206
一

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
情
報
処
理
安
全

確
保
支
援
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応

答



二

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の

届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

四

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

五

情
報
安
全
確
保
支
援
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

207

221

150

164

法
別
表
第
一
の
百
一
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

222
一

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理

、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

給
水
装
置
工
事
主
任
技
術
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
百
一
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
水
道
法
第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
の
給
水
装

［
新
設
］

223
置
工
事
主
任
技
術
者
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験

願
書
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

～

［
略
］

～

［
同
上
］

224

233

165

174

［
削
る
］

法
別
表
第
一
の
百
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

175
一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
又
は
第
七
十
七
条
の
六

十
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
一
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

法
別
表
第
一
の
百
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

234
一

建
築
物
調
査
員
資
格
者
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

建
築
物
調
査
員
資
格
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

三

建
築
設
備
等
検
査
員
資
格
者
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

建
築
設
備
等
検
査
員
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

五

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
五
十
八
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理

、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
一
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

届
出
に
対
す
る
応
答

八

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

九

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

十

建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認



十
一

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
六
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

十
二

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
の
六
十
の
登
録
事
項

の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

十
三

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
六
十
六
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
七
条
の
六
十

一
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

十
四

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

十
五

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

十
六

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
百
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

235

176

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

建
築
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

八

建
築
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
百
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

236

177

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

建
築
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

四

建
築
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
百
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

237

178

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

建
築
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

三

建
築
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
一
の
百
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
同
上
］

238

179

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

建
築
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

三

建
築
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

239

243

180

184

法
別
表
第
一
の
百
十
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

244
一

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
の
衛
生
管
理
者
試
験
の
受
験
願

書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

二

船
員
法
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項
第
二
号
の
衛
生
管
理
者
の
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

船
員
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
一
号
の
救
命
艇
手
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

五

船
員
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

六

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

届
出
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
一
の
百
十
七
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

245



一

海
技
士
免
許
原
簿
の
登
録
事
項
の
訂
正
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

海
技
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

三

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項

の
小
型
船
舶
操
縦
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

四

小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
原
簿
の
登
録
事
項
の
訂
正
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

五

小
型
船
舶
操
縦
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

246

254

185

193

（
法
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

法
別
表
第
二
の
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

［
新
設
］

四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

７

法
別
表
第
二
の
一
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

６

法
別
表
第
二
の
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

８

法
別
表
第
二
の
一
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

７

法
別
表
第
二
の
一
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

９

法
別
表
第
二
の
一
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

８

法
別
表
第
二
の
一
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
一
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
選
挙
人
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

９

法
別
表
第
二
の
一
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
選
挙
人
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

10
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
と
す
る
。

に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
と
す
る
。

～

［
略
］

～

［
同
上
］

11

17

10

16

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

18

17

一

水
道
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二

。
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

［
略
］

二

［
同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

19
一

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



三

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

18

一

児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
障
害
児
通
所
給
付

第
一
項
の
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
の
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
又
は
同
法
第
二

費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
の
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
の
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害

十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
の
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
特
例

児
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
の
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
若
し
く
は
同

障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
の
支
給
に
係
る
障
害
児
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は

法
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
の
支
給
に
係
る
障
害
児
若
し
く
は
そ
の
保

住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

護
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
二
～
十

略
］

［
二
～
十

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

21

19

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

22

20

［
一
～
十
五

略
］

［
一
～
十
五

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

23

21

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

24

22

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

25

23

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

26

24

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

27

25

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

28

26

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

29

27

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十
項
の
保
護
の

法
別
表
第
二
の
五
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十
項
の
保
護
の

30

28

開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

29

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

32

30

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

33

31

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

［
新
設
］



の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

申
請
に
対
す
る
応
答

四

精
神
保
健
指
定
医
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

六

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
費
用
の
徴
収
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
一
条
の

査

費
用
の
徴
収
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

七
～
十
三

［
略
］

二
～
八

［
同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

34

32

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

35

33

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

34

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

37

35

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

36

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

37

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

40

38

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

41

39

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

42

40

一

介
護
保
険
法
に
よ
る
被
保
険
者
に
係
る
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
被
保
険
者
に
係
る
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係

届
出
に
対
す
る
応
答

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

［
二
～
十
三

略
］

［
二
～
十
三

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

43

41

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

44

42

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

45

43

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

法
別
表
第
二
の
五
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

46

44

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
若

く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

し
く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ



と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

と
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第

項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

47

45

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

48

46

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

49

47

給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

50

48

支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

51

49

支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

52

50

支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二

53

51

十
九
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

十
九
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

54

52

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法

55

53

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生

存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
四
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林
地

法
別
表
第
二
の
五
の
三
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林

56

54

台
帳
に
記
載
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

地
台
帳
に
記
載
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
四
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
二
の
五
の
四
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

57

55

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

58

69

56

67

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

法
別
表
第
三
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

９

法
別
表
第
三
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

９
一

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

一

給
付
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答



請
求
に
対
す
る
応
答

二

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若

二

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

い
て
の
審
査

三

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者

三

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［

～

略
］

［

～

同
上
］

10

14

10

14

法
別
表
第
三
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

15
一

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
八
条
の
記
入
等
に
係
る
教
育
職
員
の
免
許
状

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

教
育
職
員
免
許
法
第
十
五
条
の
書
換
若
し
く
は
再
交
付
の
願
出
の
受
理
、
そ
の
願
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
願
出
に
対
す
る
応
答

法
別
表
第
三
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
五
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

16

15

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
三
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

17
一

死
体
解
剖
保
存
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
者
の
住
所
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

二

死
体
解
剖
保
存
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

18
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
八
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
二
条
第
五
項
の
交
付
（
准
看
護
師
免
許
証
の
交
付
に
限
る
。
）
に
関
す
る
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
七
条
の
准
看
護
師
試
験
の
受
験
願
書
等
（
受
験
願
書
又
は
受
験
の
申
請
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
条
第
十
六
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
等
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
等
に
対
す
る
応
答

四

准
看
護
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

五

准
看
護
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

六

准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

准
看
護
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
五
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
五
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

16

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
三
の
五
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
五
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

17

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
三
の
五
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
五
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

21

18



［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

指
定
医
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
指
定
医
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

［
新
設
］

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

九

指
定
医
の
指
定
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

［
新
設
］

る
応
答

十

指
定
医
の
指
定
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

届
出
に
対
す
る
応
答

十
一

指
定
医
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対

［
新
設
］

す
る
応
答

十
二

指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

［
略
］

［
同
上
］

22

19

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

23
一

栄
養
士
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

二

栄
養
士
法
第
四
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

栄
養
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

四

栄
養
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

栄
養
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

24
一

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

調
理
師
法
第
五
条
第
三
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

調
理
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

四

調
理
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

調
理
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
六
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

25
一

製
菓
衛
生
師
法
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二

製
菓
衛
生
師
法
第
四
条
第
一
項
の
製
菓
衛
生
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

三

製
菓
衛
生
師
法
第
七
条
第
三
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査



又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

製
菓
衛
生
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

五

製
菓
衛
生
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

製
菓
衛
生
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
六
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

26
一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
六
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
七
条
第
一
項
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

三

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

五

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
六
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

27

20

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
三
の
六
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

28
一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項

の
試
験
の
受
験
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項

の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

登
録
販
売
者
の
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

登
録
販
売
者
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届

出
に
対
す
る
応
答

五

登
録
販
売
者
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

登
録
販
売
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
六
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

29

21

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

30

22

法
別
表
第
三
の
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

23

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

［
新
設
］

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

九

保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

［
新
設
］



に
対
す
る
応
答

十

保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応

［
新
設
］

答
十
一

保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

十
二
～
二
十
二

［
略
］

八
～
十
八

［
同
上
］

二
十
三

指
定
医
（
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
医
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
新
設
］

の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二
十
四

指
定
医
の
指
定
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

対
す
る
応
答

二
十
五

指
定
医
の
指
定
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

二
十
六

指
定
医
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に

［
新
設
］

対
す
る
応
答

二
十
七

指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

法
別
表
第
三
の
七
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

32
一

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の

十
八
第
一
項
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
七
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

33

24

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

34

25

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

35

26

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

27

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

37
一

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

母
体
保
護
法
に
よ
る
指
定
証
若
し
く
は
標
識
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

被
指
定
者
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
所
変
更

の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答



四

被
指
定
者
の
指
定
の
取
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

五

被
指
定
者
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る

応
答

六

被
指
定
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
七
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

28

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

29

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

40

30

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

［
新
設
］

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

申
請
に
対
す
る
応
答

四

精
神
保
健
指
定
医
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

六
～
十
三

［
略
］

一
～
八

［
同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

41

31

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

42

32

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

43

33

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

44
一

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の

申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答

二

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項
本
文
若
し

く
は
同
項
た
だ
し
書
の
研
修
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込

み
に
対
す
る
応
答

三

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

五

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
四
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答



六

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
五
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答

七

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
号
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

八

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

九

介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
事
業
の
実
施

十

介
護
支
援
専
門
員
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
七
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

45

34

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

46

35

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

47

36

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給

法
別
表
第
三
の
七
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給

48

37

法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に

法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に

対
す
る
応
答
と
す
る

対
す
る
応
答
と
す
る

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

49

38

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

法
別
表
第
三
の
七
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支

50

39

支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
三
の
七
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

51

40

支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

52

41

支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
三
の
七
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

53

42

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

54

69

43

58

［
削
る
］

法
別
表
第
三
の
二
十
一
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

59
一

通
訳
案
内
士
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

通
訳
案
内
士
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

三

通
訳
案
内
士
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
四
条
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答



四

地
域
通
訳
案
内
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
三
の
二
十
一
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

70
一

通
訳
案
内
士
法
第
十
八
条
（
同
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
全
国
通
訳
案
内
士

及
び
地
域
通
訳
案
内
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

二

通
訳
案
内
士
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
全
国
通

訳
案
内
士
及
び
地
域
通
訳
案
内
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

通
訳
案
内
士
法
第
二
十
四
条
（
同
法
第
五
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
全
国
通
訳
案
内

士
登
録
証
及
び
地
域
通
訳
案
内
士
登
録
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

全
国
通
訳
案
内
士
又
は
地
域
通
訳
案
内
士
の
生
存
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

71

81

60

70

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

法
別
表
第
四
の
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条

［
新
設
］

第
一
項
の
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

７

法
別
表
第
四
の
一
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

６

法
別
表
第
四
の
一
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

８

法
別
表
第
四
の
一
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

７

法
別
表
第
四
の
一
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

９

法
別
表
第
四
の
一
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

８

法
別
表
第
四
の
一
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
一
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
選
挙
人
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

９

法
別
表
第
四
の
一
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
選
挙
人
が
引
き
続
き
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内

10
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
と
す
る
。

に
住
所
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
一
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
一
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

11

10

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

12

17

11

16

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

18
一

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の

十
八
第
一
項
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又



は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

17

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

20

18

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

21

19

［
一
～
十
五

略
］

［
一
～
十
五

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

22

20

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

23

21

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

24

22

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

25

23

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

26

24

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

27

25

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

28

26

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十
項
の
保
護
の

法
別
表
第
四
の
四
の
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十
項
の
保
護
の

29

27

開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

30

28

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

29

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

32

30

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

［
新
設
］

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

申
請
に
対
す
る
応
答

四

精
神
保
健
指
定
医
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］



六
～
十
三

［
略
］

一
～
八

［
同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

33

31

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

34

32

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

35

33

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

34

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

37

35

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

36

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

37

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

40

38

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

41

39

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

42

40

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

43

41

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

44

42

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

法
別
表
第
四
の
四
の
二
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

45

43

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
若
し

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
若

く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

し
く
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
十

と
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第

項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

十
項
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
の
受
理
又
は
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

46

44

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

47

45

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
二
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

48

46

給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
三
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

49

47



支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

支
給
法
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

50

48

支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

支
給
法
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金

51

49

支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

支
給
法
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

求
に
対
す
る
応
答
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関

52

50

す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
七
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

53

51

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
八
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法

54

52

律
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所

律
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
探
索
に
関
す
る
事
務
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所

の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

の
変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
四
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林
地

法
別
表
第
四
の
四
の
三
十
九
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
の
林

55

53

台
帳
に
記
載
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変

地
台
帳
に
記
載
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

変
更
の
事
実
の
確
認
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
四
十
一
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
四
の
四
の
四
十
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

56

54

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

57

68

55

66

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

法
別
表
第
五
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

９

法
別
表
第
五
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

９
一

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

一

給
付
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答

請
求
に
対
す
る
応
答

二

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若

二

給
付
を
受
け
る
権
利
に
係
る
申
出
若
し
く
は
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
申
出
若
し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

し
く
は
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

い
て
の
審
査

三

年
金
で
あ
る
給
付
若
し
く
は
一
時
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者

三

給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
給
付
の
額
の
加
算
の
原
因
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［

～

略
］

［

～

同
上
］

10

14

10

14

法
別
表
第
五
第
六
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

15
一

死
体
解
剖
保
存
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
者
の
住
所
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

二

死
体
解
剖
保
存
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
を
受
け
た
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認



法
別
表
第
五
第
六
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

16
一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
八
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
二
条
第
五
項
の
交
付
（
准
看
護
師
免
許
証
の
交
付
に
限
る
。
）
に
関
す
る
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
七
条
の
准
看
護
師
試
験
の
受
験
願
書
等
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
等
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
等
に
対
す
る
応
答

四

准
看
護
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

五

准
看
護
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

六

准
看
護
師
試
験
の
合
格
証
明
書
の
交
付
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

七

准
看
護
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
六
号
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
六
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

17

15

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
五
第
六
号
の
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
六
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

18

16

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

法
別
表
第
五
第
六
号
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
六
号
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

19

17

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

指
定
医
（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
指
定
医
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

［
新
設
］

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

九

指
定
医
の
指
定
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

［
新
設
］

る
応
答

十

指
定
医
の
指
定
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

届
出
に
対
す
る
応
答

十
一

指
定
医
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対

［
新
設
］

す
る
応
答

十
二

指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

［
略
］

［
同
上
］

20

18

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

21
一

栄
養
士
法
第
二
条
第
一
項
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

二

栄
養
士
法
第
四
条
第
二
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

栄
養
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答



四

栄
養
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

栄
養
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
七
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

22
一

調
理
師
法
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

二

調
理
師
法
第
五
条
第
三
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

調
理
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

四

調
理
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

五

調
理
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
七
号
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

23
一

製
菓
衛
生
師
法
第
三
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

二

製
菓
衛
生
師
法
第
四
条
第
一
項
の
製
菓
衛
生
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

三

製
菓
衛
生
師
法
第
七
条
第
三
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

製
菓
衛
生
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

五

製
菓
衛
生
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

製
菓
衛
生
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
七
号
の
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

24
一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
六
条
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答

二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
七
条
第
一
項
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
の
受
験
願
書
の
受
理
、
そ
の
受
験
願
書
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
受
験
願
書
に
対
す
る
応
答

三

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答

五

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
七
号
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
七
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

25

19

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

法
別
表
第
五
第
七
号
の
八
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

26



一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
八
第
一
項

の
試
験
の
受
験
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
八
第
二
項

の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

登
録
販
売
者
の
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

登
録
販
売
者
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届

出
に
対
す
る
応
答

五

登
録
販
売
者
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答

六

登
録
販
売
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
七
号
の
九
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
七
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

27

20

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

28

21

法
別
表
第
五
第
八
号
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
八
号
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

29

22

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

［
新
設
］

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

九

保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

［
新
設
］

に
対
す
る
応
答

十

保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応

［
新
設
］

答
十
一

保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

十
二
～
二
十
二

［
略
］

八
～
十
八

［
同
上
］

二
十
三

指
定
医
（
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
指
定
医
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
新
設
］

の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二
十
四

指
定
医
の
指
定
の
更
新
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

対
す
る
応
答

二
十
五

指
定
医
の
指
定
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

二
十
六

指
定
医
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に

［
新
設
］

対
す
る
応
答

二
十
七

指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

法
別
表
第
五
第
八
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

30
一

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の

十
八
第
一
項
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
登
録
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い



て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

四

国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
八
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
八
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

31

23

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

～

［
略
］

～

［
同
上
］

32

34

24

26

法
別
表
第
五
第
九
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

35
一

母
体
保
護
法
第
十
五
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

母
体
保
護
法
に
よ
る
指
定
証
若
し
く
は
標
識
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

被
指
定
者
の
住
所
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す

る
応
答

四

被
指
定
者
の
指
定
の
取
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対

す
る
応
答

五

被
指
定
者
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る

応
答

六

被
指
定
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

法
別
表
第
五
第
九
号
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
九
号
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

36

27

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

法
別
表
第
五
第
九
号
の
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
九
号
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

37

28

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

法
別
表
第
五
第
九
号
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
九
号
の
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

38

29

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
指
定
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

［
新
設
］

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
そ

［
新
設
］

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

三

精
神
保
健
指
定
医
証
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

［
新
設
］

申
請
に
対
す
る
応
答

四

精
神
保
健
指
定
医
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

［
新
設
］

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

五

精
神
保
健
指
定
医
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

［
新
設
］

六
～
十
三

［
略
］

一
～
八

［
同
上
］

法
別
表
第
五
第
九
号
の
八
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
別
表
第
五
第
九
号
の
七
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

39

30

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

・

［
略
］

・

［
同
上
］

40

41

31

32

法
別
表
第
五
第
十
号
の
三
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

42



一

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の

申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答

二

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
九
条
の
七
第
二
項
、
第
六
十
九
条
の
八
第
二
項
本
文
若
し

く
は
同
項
た
だ
し
書
の
研
修
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込

み
に
対
す
る
応
答

三

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

四

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請

に
対
す
る
応
答

五

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
四
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答

六

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
五
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答

七

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
六
第
一
号
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ

の
申
請
に
対
す
る
応
答

八

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
交
付
に
関
す
る
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

九

介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
事
業
の
実
施

十

介
護
支
援
専
門
員
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認

～

［
略
］

～

［
同
上
］

43

80

33

70

（
法
別
表
第
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

（
法
別
表
第
六
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

法
別
表
第
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

教
育
職
員
免
許
法
第
八
条
の
記
入
等
に
係
る
教
育
職
員
の
免
許
状
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

二

教
育
職
員
免
許
法
第
十
五
条
の
書
換
若
し
く
は
再
交
付
の
願
出
の
受
理
、
そ
の
願
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
願
出
に
対
す
る
応
答

５

法
別
表
第
六
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
別
表
第
六
の
四
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

６

法
別
表
第
六
の
六
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

５

法
別
表
第
六
の
五
の
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


